
管内の犯罪発生状況 平成２４年４月末現在 ()は前年比を示す
犯罪発生件数 うち盗難被害 【防犯から一言】

４５７件（－９３） ３２２件（－８９） 自転車の鍵、ツーロック！

＜警察署からのお願い＞

★万引きが起きにくい環境づくりに御協力を！
長岡署管内では、４月末で万引きが１０４件発生しており、

・ 万引き発生件数は盗難被害の約３２パーセント

を占めていました。

★振り込め詐欺にご用心！！
５月になって、下記のような振り込め詐欺前兆電話が連続発

生しています。

長岡市内に勤務している男性の携帯電話に

「6,000 万円が無料で GET、22 名が受け取り決定、残り枠あ
と 4 名」等のメールを受信。受け取りのボタンをクリックをし
たところ、手続きまで届かずに閲覧利用料金オーバーと言われ、

逆に金銭要求されて振り込みに行った時に銀行員に相談し被害

に遭いませんでした。

・ 理解できない儲け話には手を出さない！！

・ 安易に一人で判断しない！

管内交通事故発生状況
平成２４年４月末現在()は前年比を示す

区 域 人身事故発生状況 死 者 負 傷 者

新 潟 県 内 ２，６５２件（－１６６） ２４人（－１３） ３，２１３人（－２１２）

長岡警察署管内 １９１件（－５１） ０人（－２） ２２３人(－６８）

長岡署からのお知らせ

家庭や事業所等が連携し、地域ぐるみで

「万引きをしない、させない、許さない」街作りを！！

○ 自動車安全月間が ５／１（火）～５／３１（木） までの１か月間実施されています。

・ 「しっかり 止まって はっきり確認！」が事故を防ぎます。

・ 飲酒運転・二人乗り・並進・無灯火・傘差し 等の乗り方はやめましょう。

○ 自転車安全利用五則を守りましょう。

① 自転車は、車道が原則、歩道は例外
② 車道は左側通行

③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④ 安全ルールを守る
⑤ 子どもはヘルメットを着用

○ ６／１ （金）から新潟県道路交通法施行細則が改正され、次の行為が禁止されます。
・ 自転車を運転しながらの携帯電話の使用等の禁止

・ 車両等を運転しながらの大音量、イヤホン・ヘッドホンの使用禁止

★罰則～５万円以下の罰金

被害に遭わないためのポイント


